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【公開日】平成30年12月20日(2018.12.20)
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   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   17/08     　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ    3/00     　　　Ｂ
   Ｇ０２Ｂ    5/00     　　　Ｚ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年1月6日(2020.1.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
　プリズム６０７の第２角度は、所定値未満である。これは光線６０６と面６０３との衝
突を回避し、光線や空間構造の損失を防ぐ。光線は、プリズム構造との間で複数の相互作
用を受けることができ、各相互作用は結果として、追加ターンをもたらすので、第２角度
６０７はそれぞれのプリズムにおいて反射光線とプリズム面６０３との衝突を防ぐように
選択される。臨界角は、それ以上の角度で内部全反射が発生する入射角として定義される
。一実施形態では、プリズム６０７の第２角度が、９０度と臨界角との差よりも小さい角
度である。更なる一実施形態では、プリズム６０７の第２角度は、９０度と、光線６０５
が反射する数とプリズム角度６０８の２倍との積と、臨界角とを合計した角度との差より
も小さい。
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